
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
要点 

 公正価値ヒエラルキーのレベル 3に区分される公正価値測

定に関して、公正価値の評価に含まれる観察不能なインプッ

トの主観性の程度を強調することを試みている。 

  

 この分析の中で、企業は、複数の観察不能なインプットの変

動の公正価値測定への影響を見積る時に、それらが関連す

る場合には、観察不能なインプット間の相関関係の影響を考

慮に入れるだろう。 

 

 コメント期間は 2010 年 9月 7 日までであり、2011 年の第 1

四半期中に最終の公正価値測定の基準書が公表される予

定である。 

 

 
 

 

提案の概要 
 

2010 年 6 月 29 日、国際会計基準審議会（以下、「IASB」という。）は、

ED/2010/7「公正価値測定に関する測定の不確実性分析の開示」を

公表した。範囲の限定されたこの公開草案は、国際財務報告基準

（IFRSｓ）で要求されている、または認められている場合の、公正価値

測定に関するガイダンスを提供するためのより広範な共同プロジェク

トの一部である。 
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IASB は、昨年、公正価値測定のためのインプットとして使用される、

観察可能と観察不能な市場データを分類した 3 つのレベルの公正価

値ヒエラルキーを提案した ED/2009/5「公正価値測定」を発行した。

そのヒエラルキーによれば、レベル 3のインプットとは、市場データが

利用可能でない資産または負債の公正価値測定のために使用され

る「観察不能なインプット」である。ED/2009/5 は、合理的に可能な代

替的な見積りのために 1つ以上のインプットの変更が公正価値を著

しく変動させる場合には、企業はその事実を述べ、それらの変動の影

響と算定額を開示することを要求する。しかし、企業がインプット間の

相互依存性または相関関係を考慮に入れることを要求されるかどう

か、または企業が観察可能なインプットまたは観察不能なインプット、

もしくは両者の変動の分析を提供するかどうかについては明らかで

はなかった。 

 

 

ED/2010/7 は、最低限、企業に以下のことを要求するだろう。 

 

i. 財政状態計算書で公正価値評価される、公正価値ヒエラル

キーのレベル 3に区分される公正価値測定に関して、測定

の不確実性分析の開示を提供する。 

 

ii. 公正価値測定で使用される 1 つ以上の観察不能なインプッ

トを、その状況(可能性がほとんどないシナリオは無視する)

で合理的に使用することができた異なった金額へ変更する

ことが、公正価値測定額を著しく大きくする、または小さくす

る結果をもたらす場合、それらの異なった金額の使用の影

響およびその影響をどのように計算したかを開示する。 

 

 

iii. 上記の異なった金額の使用による公正価値測定における影

響を見積る時に、相関関係がある場合には、観察不能なイ

ンプット間の相関関係の影響を考慮する。 

 

iv. 観察不能なインプットのみの相関関係の影響を考慮する。 

 

 

v. レベル 3の公正価値測定のために公正価値測定で使用さ

れた評価技法およびインプットを記述する。 

 

 

(ⅱ)での評価の目的の重要性は、損益、総資産または総負債に関し

て判断され、公正価値の変動がその他の包括利益で認識される場合

には総資本に関して判断される。 



 

 

 

IASB の公開草案における提案は、FASB の会計基準コーディフィケ

ーションのトピック 820「公正価値測定および開示」の改訂公開草案

において提案された、測定の不確実性分析の開示と同一である。 

 

コメントは 2010 年 9月 7日まで募集される。IASB の直近のワークプ

ラン（2010 年 6月 25 日現在）では、2011 年の第 1四半期に、この

ED/2010/7 からの最終ガイダンスを含む最終の公正価値測定に関

する IFRS基準書を公表予定としている。 

 

見解 

提案された開示は、IFRS第 7 号で要求される市場リスクの感応度分

析と異なる。本提案は、公正価値評価に含まれる観察不能なインプッ

トの主観性の程度を強調することを試みており、期末に経済環境が

変化した場合にどのように公正価値評価が異なるかを説明すること

を意図していない。 
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